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令和７年１２月３日  １２月定例会を開会した。  

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

―― 開議 １０時００分 ―― 

 

○的野信之議長   

ただいまから、令和７年第７回鞍手町議会定例会を開会します。まず、町長より提出されており

ます「地方独立行政法人くらて病院第三期中期目標期間に係る業務実績に関する評価結果」「教育

委員会点検評価の報告」及び監査より提出されております「例月現金出納検査報告書」「財政援助

団体等監査報告書」「定期監査前期結果報告書」をお手元に送信していますのでご確認下さい。 

次に、本日まで受理しました陳情３件はお手元に送信しています「陳情文書表」のとおり、所管

の常任委員会に付託しますので報告しておきます。 

これより日程に入ります。日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において１０番議員 有働徳仁議員 

及び１１番議員 栗田美和議員を指名します。 

次に、日程第２、会期の決定を議題とします。今期定例会の会期は、本日から１６日までの１４日

間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から１６日までの１４日間に決定しました。 

○的野信之議長   

次に、日程第３、議案第６６号から、日程第８、議案第７１号の６件を一括して議題とします。提

案理由の説明を求めます。 

○岡崎邦博町長  

日程第３、議案第６６号から日程第８、議案第７１号までの６件につきまして一括して提案説明を申

し上げます。  

日程第３、議案第６６号は、鞍手町社会福祉法人に対する助成に関する条例であります。 

本議案は、社会福祉法人に対し助成を行う場合の手続に関し、社会福祉法第５８条第１項の規定に

基づき必要な事項を定めるため、条例を制定するものであります。 

本年６月の定例会で一度提案させていただきましたが、条例の施行日が不明等のご指摘を受け、取

り下げましたので、再度提案させていただくものでございます。 

次に、日程第４、議案第６７号は、鞍手町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例であります。 

本議案は、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な生育環境を整備するとともに、全ての子

育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的

に、令和８年度から実施する乳児等通園支援事業について、児童福祉法第３４条の１６第１項の規定
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に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に関し、必要な事項を定める必要が生じ

たため、条例を制定するものであります。  

次に、日程第５、議案第６８号は、鞍手町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例であります。 

本議案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が施行され、育児に係る両

立支援制度を利用しやすい勤務環境の整備が行われたことに伴い、妊娠、出産等についての申し出を

行った職員に対する意向確認等を定めるため、本条例の一部について所要の改正を行うものでありま

す。 

次に、日程第６、議案第６９号は、鞍手町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例で

あります。 

本議案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が施行され、育児時間の取

得について改正が行われたことに伴い、部分休業について、現行の１日につき２時間を超えない範囲

内の取得形態に加え、１年につき１０日の範囲内で取得できる形態を設け、職員はいずれかの形態を

選択できることとするため、本条例の一部について所要の改正を行うものであります。  

次に、日程第７、議案第７０号は、鞍手町営葬斎場条例の一部を改正する条例であります。 

本議案は、平成３年に鞍手町営葬斎場が設置されてから３０年以上が経過し、修繕料など施設の維

持管理に多額の費用がかかる中、施設設置当初から改定されていない火葬施設使用料、斎場使用料に

ついて、最近における物価の変動等に鑑み、それぞれの使用料を改定するため、本条例の一部につい

て所要の改正を行うものであります。 

次に、日程第８、議案第７１号は、鞍手町立学校設置条例の一部を改正する条例であります。 

本議案は、令和１０年４月開校予定の統合小学校について、令和８年４月から国の負担金を申請す

るにあたり、統合小学校が学校設置条例において位置付けられている必要があるため、本条例の一部

について所要の改正を行うものであります。  

以上が、日程第３、議案第６６号から日程第８、議案第７１号までの提案説明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○的野信之議長   

本案に対する質疑は後日行います。次に日程第９、議案第７２号から日程第１１、議案第７４号ま

での３件を一括して議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

○岡崎邦博町長   

日程第９、議案第７２号から日程第１１、議案第７４号までの３件につきまして、一括して提案説

明を申し上げます。 

日程第９、議案第７２号は、令和７年度鞍手町一般会計補正予算第４号であります。 

本補正予算の主なものを申し上げますと、歳出では、２款総務費で、地域おこし協力隊活動費につ

いて、現在も新規隊員１名の募集中でありますが、１１月までに支出を予定していた予算２２９万円

を不用額として減額しております。 

同じく総務費で、国のこども未来戦略に基づき、子ども・子育て支援金の制度が創設されることか

ら、人事給与システムの改修が必要であるため、基幹システム管理費でシステム改修等業務委託料と
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して、９２万４千円を追加しております。このシステム改修については、翌年度の令和８年５月に完

了する見込みであることから、繰越明許費を設定しております。 

次に３款民生費では、所得税法等の一部を改正する法律等において特定親族特別控除が創設された

ことなどの令和７年度の税制改正に伴い、国民年金法施行令等の一部を改正する政令が令和８年４月

１日に施行されることから、国民年金事務費でシステム改修等業務委託料として、３１万４千円を追

加しております。 

同じく民生費で、放課後児童健全育成事業所への委託料の算出基礎となる子ども・子育て支援交付

金の交付基準額などが改正されたことなどから、放課後児童健全育成事業費で委託料として、２７０

万４千円を追加しております。 

次に７款商工費では、ふるさと納税により寄附をしていただいた寄附者に対して、関係強化のため

のシティプロモーションをふるさと納税の運営を委託している事業者に業務委託しておりますが、こ

の業務の対象となるポータルサイトからの寄附額の割合が増加しており、その寄附額に応じて負担す

る業務委託料に不足が見込まれることから、観光振興費で業務委託料として、７８５万９千円を追加

しております。 

次に８款土木費では、本村・田頭線及び水上・妙見線において、竹や樹木の枝などが道路上に張り

出し、通行に支障をきたしていることから、道路維持管理事業費で樹木伐採等委託料として、２９８

万円を追加しております。 

次に１１款災害復旧費では、本年８月の大雨により、古門区内の水路において法面の一部が崩壊し

ていることから、農林施設災害復旧費で工事費として、３４万５千円を追加し、また、室木川及び長

谷川において護岸の一部、水上・妙見線において法面の一部が崩壊していることから、公共土木施設

災害復旧費で工事費として、３２１万３千円を追加しております。 

次に１２款公債費では、平成２７年度に１０年毎の利率見直し方式で借り入れた臨時財政対策債が

１０年を経過し、利率が見直されたことに伴い、長期債元金で４８万６千円を減額しております。 

また、長期債利子では、この利率見直しによる影響分として、１０５万２千円を追加し、新規借り

入れ分の利率について、当初の見込みより低い利率で借り入れたことなどにより、２,４２９万５千

円を減額し、合計で２,３２４万３千円を減額しております。 

また、歳出全般において、前年度などに国と県から受け入れた補助金等の精算に伴う返還金を追加

しております。 

一方、歳入では、歳出予算の補正に関連して、１５款国庫支出金や１６款県支出金で所要の補正を

行うほか、１８款寄附金で、法人１社から企業版ふるさと納税による寄附を受けたことによる追加を

しております。そして、これらの要因により生じた財源不足額２，８３８万９千円を財政調整基金か

ら繰り入れることにより、歳入歳出予算を調製しております。 

その結果、歳入歳出それぞれ２，９８１万１千円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ１０８億

８８６万円としております。なお、債務負担行為の補正として、新たに２件の事項を追加し、３件を

変更しております。 

追加分につきましては、集団健診の結核検診及び基本健康診査、がん検診の業務委託について、令

和８年５月から健診を開始する予定としていることから、本年度中に事業者の選定を行い、業務の継
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続性及び安定的な健診の実施体制の確保を図るため、令和８年度から令和１０年度までを期間として

債務負担行為の設定を行うものであります。 

変更分につきましては、契約額及び契約期間の確定に伴い所要の補正を行うものであります。 

次に、日程第１０、議案第７３号は、令和７年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算第３号

であります。 

本補正予算は、債務負担行為の補正として、新たに１件の事項を追加しております。 

これは、集団健診の特定健康診査の業務委託について、令和８年５月から健診を開始する予定とし

ていることから、本年度中に事業者の選定を行い、業務の継続性及び安定的な健診の実施体制の確保

を図るため、令和８年度から令和１０年度までを期間として債務負担行為の設定を行うものでありま

す。 

次に、日程第１１、議案第７４号は、令和７年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計補正

予算第１号であります。 

本補正予算は、菰川排水機場の除塵機を動かすためのモーター及び水平コンベアに装備されている

キャリアローラー等が経年劣化により破損し、除塵機の運転に支障が生じていることから、それら部

品の交換が必要であるため補正するものであります。 

歳出では修繕料を、歳入では基金繰入金をそれぞれ４１４万６千円追加し、予算総額を歳入歳出そ

れぞれ５，３１６万１千円としております。 

以上が、日程第９、議案第７２号から日程第１１、議案第７４号までの提案説明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○的野信之議長   

本案に対する質疑は後日行います。次に日程第１２、議案第７５号及び日程第１３、議案第７６号

の２件を一括して議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

○岡崎邦博町長   

 日程第１２、議案第７５号及び日程第１３、議案第７６号の２件につきまして、一括して提案説明

を申し上げます。 

日程第１２、議案第７５号は、鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく令和７年度固定資産税

の課税免除であります。 

本議案は、鞍手町工場等設置奨励に関する条例の規定に基づく、令和７年度分の固定資産税の課税

免除申請が企業１社から提出されましたので、課税免除措置を講じるものであります。 

次に、日程第１３、議案第７６号は、鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく令和６年度固定

資産税の課税免除の額の変更であります。 

本議案は、令和６年１２月定例議会におきまして、鞍手町工場等設置奨励に関する条例第４条第２

項の規定に基づき、議決をいただいておりました令和６年度固定資産税の課税免除について、納税義

務者から、課税免除措置を講じていた資産に関し、修正申請書の提出がされたため、課税免除の額を

変更するものであります。 

以上が、日程第１２、議案第７５号及び日程第１３、議案第７６号の提案説明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 
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○的野信之議長   

本案に対する質疑は後日行います。この際、休会についてお諮りします。明日４日から７日までの

４日間を休会にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって明日４日から７日までの４日間を休会とすることに決定しました。以

上をもって本日の日程は全部終了しました。本日はこれをもって散会します。 

 

 

―― 閉会１０時１９分 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 


